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税  目 問合せ先 

固定資産税 第４期 
国民健康保険税 第６期 

収納課 
47-1820 

後期高齢者医療保険料 第６期 
医療年金課 
47-1926 

介護保険料 第６期 
介護サービス課 
47-1948 

 

センターだより 

12月の納税 納期限：12月 25日(月)
尾島・世良田生涯学習センターより 

お知らせ 

◆第４月曜日（祝祭日の場合は翌日）は休館日です。 
今月は１２月２５日（月）です。 

◆令和６年４月分の貸館の申請は１月４日（木）か
ら受付いたします。 

◆年末年始の休館日は 
１２月２９日（金）～１月３日（水）です。 

ご案内 スマートフォン講座 

訪問歯科診療 市民教室 はじめての太極拳教室 

日 程 2月 1日(木)～2月 22日(木) 全 4回 
  毎週木曜日 午前 10時～正午 

内 容  中国古来の伝統武術を学び、心身の健康 
増進を図る 

場 所  尾島生涯学習センター 第 1～3研修室 
対 象 市内に在住または在勤の人 
定 員 20人（定員を超えた場合は抽選) 
持 ち 物 タオル、飲み物 
参 加 費 無料 
申 込 み 1月 10日(水)、11日(木)に二次元コード 

または尾島行政センターへ電話で申込み 
(午前 8時 30分～午後 5時) 

お問合せ 尾島行政センター ℡0276-52-8862 

日 程 1月 12日(金)または 1月 24日(水) 
時 間 ①午前 9時 30分～午前 11時 45分 

②午後 1時 00分～午後 3時 15分 
③午後 3時 30分～午後 4時 30分 
※①～③のうち、ご都合の良い時間を 
お申込みください。 

内 容  スマートフォンの基本的な使い方を 
体験します。 

場 所  尾島生涯学習センター 
対 象 市内に在住または在勤・在学の人 
定 員 各回 先着 8人 
受 講 料 無料 
持 ち 物 筆記用具 

(スマートフォンは本市で用意します) 
申 込 み 12月 15日(金)から各開催日の 1週間前 

までに直接または電話で情報管理課へ 
お問合せ 情報管理課 ℡0276-47-1813 

歯科訪問センターでは、通院できない方に対して 
歯科医師が自宅や施設へ訪問して診療を行います。 
【利用できる方】 
○病気や障がい等により在宅等で療養している方 
○病気やけが等の治療で入院している方 
○介護施設等に入所している方 
【診療内容】 
○むし歯や歯周病の治療など 

 ○入れ歯の調整、修理など 
 ※訪問での診療のため、診療内容が限られる場合が 
あります。 

【診療費用】 
○健康保険等の適用となります。 
○別途、交通費がかかる場合があります。 
【ご相談・お問合せ】太田新田歯科医師会  

歯科訪問センター ℡0276-45-7320 
受付時間：月～金 午前 9時～午後 5時 

（詳しいことは太田市役所ＨＰをご覧ください。） 
＊朝 6：30～深夜 23：00 土日祝・年末年始もＯＫ 
＊太田市内の対象店舗は、セブン-イレブン、ファミリーマート、 
ローソン、ミニストップ、イオン 

＊種類は、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部(個人)事項 
証明書、戸籍の附票の写し、所得・課税証明書が取れます。 
＊マイナンバーカードの暗証番号(４ケタ)の入力が必要です。 

太田市ＨＰ 

ご案内 

おうかがい市バス ご案内 

自宅から鶴谷病院まで「おうかがい市バス」がご利用
できます！ 
鶴谷病院（伊勢崎市）への通院等の利便性向上を図る
ため、令和４年２月１日から「おうかがい市バス（通称：
どあ宅）」がご利用できるようになりました。 
ご利用には、事前登録が必要となりますので、尾島行
政センターで「利用者登録申請書兼同意書」をご記入し
申し込みください。 
利用対象者 市内在住で歩行以外の移動手段や免許証

を持たず、次のいずれかに該当する人。 
① 70歳以上の人 
② 70歳未満で、身体障がい者手帳、 
精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳 
をお持ちの人。 
③ 市の交通費補助や通院支援サービス 
を受けていない人 

運 行 方 法 往路のみの運行（復路はタクシーや家族の 
送迎等でお願いします） 

利 用 料 金 300円（片道） 
運 行 日 時 月曜～金曜日 午前 7時～午後 4時 
      ただし土日祝日、年末年始(12月 29日～ 

1月 3日)は運休です。 
お 問 合 せ 交通対策課 ℡0276-47-1826 

マイナンバーカードを使えば 
下記の証明書はコンビニでも 

取得できます！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田市消防本部より 太田市金券 ご案内 

たき火・野焼きが原因による火災が多発しています。 

 

たき火などの野外焼却の拡大や焼却後の不始末から、

付近の枯草などに燃え広がり火災になったり、さらには

建物に燃え移ってしまう火災が多く発生しています。 

この時季は風が強く、空気が乾燥して火災の起こりや

すい気象状況となっています。火の取り扱いには十分注

意しましょう。 

 

○野外での焼却は一部例外を除き禁止されています。 

※例外として認められるもの 

・宗教上の行事 ・学校行事や社会教育活動  

・災害の応急対策 

・農業、林業、漁業においてやむを得ないもの 

 

お問合せ 予防課 ℡0276-33-0202 

【紙の太田市金券（令和４年度発行）の使用期限は 

令和５年１２月３１日までです！】 

「令和４年度発行」と記載のある紙の太田市金券は手元 

にありませんか？ 

利用期限を過ぎると使用できませんので、お早めにご 

利用ください。 

政治家の寄附禁止 

政治家が寄附することや有権者が寄附を

求めることは禁止されています。 
 

年末年始は、贈り物やお祝い事をする機会の多いシ

ーズンですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈

ることは法律で禁止され、違反すると処罰されます。ま

た、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されて

います。 

 ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。 

お問合せ 選挙管理委員会 ℡0276-47-1111 

 

「広報誌「総務省」（2023年 12月号）より抜粋」 

太田市生活支援体制整備事業 

「尾島地区」地域のお宝 

     ～ささえあい発表会～ 
そのつながりは、皆さんのお宝です！ 

将来に為に備えるものの 1つとして「人とのつながり」

も意識してみませんか？ 

日 時：1月 14日(日)午前 10時 30分～ 

場 所：尾島生涯学習センター 

内 容：＊生活支援体制整備事業 基調講和 

     ＊尾島地区 地域のお宝事例発表 

定 員：300人（申込不要） 

参 加 費：無料 

お問合せ：社会福祉協議会 地域福祉係 

     ℡0276-46-6208 

群馬テレビでｄボタンを 
押してみよう！ 

 災害時の避難情報や市の情報などを配信しています。 
 
【操作方法】 
１ 群馬テレビ（３ｃｈ）を視聴する 
２ リモコンのｄボタンを押す 
３ 画像の『太田市からのお知らせ』を選び決定ボタン
押す 

４ 見たいタイトルを選ぶ 
※『太田市からのお知らせ』が表示されない場合は『市
町村情報』→『太田市』の順で操作してください。また、
テレビ本体の郵便番号設定をすることで表示されます。 
 
 
 
 
 
お問合せ：広報課 ℡0276-47-1812 


